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研究成果の概要：連携ガバナンスに関する分析枠組みを、公共的課題の定義、主体の性格と範

囲、関係の性格、連携のフェーズ（課題設定・企画立案・意思決定、施策実施）、場、連携ガバ

ナンスの逆機能、メタガバナンス等に即して構築し、まちづくり、医療、交通、エネルギーに

関する事例研究を行った。また、連携ガバナンスを支援する実践的手法として認知マップを用

いた問題構造化手法やステークホルダー分析手法を試行し、手法の構築を試みた。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2006年度 4,300,000 1,290,000 5,590,000 

2007年度 4,600,000 1,380,000 5,980,000 

2008年度 3,600,000 1,080,000 4,680,000 

年度    

  年度    

総 計 12,500,000 3,750,000 16,250,000 

 
研究分野：行政学 
科研費の分科・細目：政治学・政治学 
キーワード：ガバナンス、政策過程、合意形成、問題構造化、ステークホルダー分析、地域交

通政策、医療政策、エネルギー政策 
 
１．研究開始当初の背景 
従来政府が独占していたとされる公的機
能に関して、一定の部分が企業、専門家組織、
ＮＧＯ・ＮＰＯや市民等によって担われるよ
うになってきたといわれる。例えば、ＮＧＯ
等が課題設定の上で大きな役割を果たすと
ともに実施過程では企業の技術開発・自主規
制等に負うところの大きい環境・安全問題、
多様な住民の中でのビジョン構築・利害調整
が必要なまちづくり、様々な住民、利用者、
自治体、事業者等の間の利害調整を必要とす
る交通サービス提供、利用者、小規模診療所
と大規模病院等の医療機関、福祉関連機関等
の調整が必要となる医療サービス提供等が
その例に当たる。このような課題の解決にあ

たっては、政府のみが単独で課題解決を図る
ことは課題の性格からも、また財政面からも
困難な場合が多く、多様な主体による連携ガ
バナンスの重要性が高まっている。このよう
な実践的関心に応えるためにも、このような
連携ガバナンスについての政策プロセスに
関する実証的研究を進めるとともに、政策プ
ロセスの運営においての新たな実践的手法
が必要とされる。 
 
２．研究の目的 
(1) 理論枠組みの構築 
事例分析の前提として連携ガバナンスに
関する理論的検討を行い、連携ガバナンスの
定義を行う。 
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(2) 事例研究 
まちづくり、医療、交通、エネルギーの４
つの分野に関する日本における連携ガバナ
ンスの態様に関する事例研究を行う。 
(3) 実践的手法の構築 
互いの認識を共有化することでステーク
ホルダー間の連携を可能にする手法として、
認知マップを用いた問題構造化手法やステ
ークホルダー分析を試行し、手法を構築する。 
 
３．研究の方法 
(1) 理論枠組みの構築 
連携ガバナンスの定義と分析枠組みの構
築に際しては、関連する理論的枠組みとして
ネットワークガバナンス論、協働ガバナンス
論を参照するとともに、事例研究からもフィ
ードバックを行い、利用可能な枠組みを構築
することとした。 
(2) 事例研究 
まちづくりに関しては徳島県における交
差点改良（連携ガバナンスの場としてのコン
センサス・ビルディング）、医療に関しては
ＥＲ（救急医療：久留米市の聖マリア病院）、
地域医療連携（尾道市、神奈川県、久留米市、
群馬県における多様な試み）、交通に関して
は地方公共交通における機能分担の模索（松
浦鉄道、北丹後鉄道）、富山市におけるＬＲ
Ｔ導入プロセス、エネルギーに関しては家庭
用 CO2ヒートポンプ給湯器導入、太陽熱技術
の導入（異業種連携に焦点）について事例研
究を行うこととした。 
方法としては関係者を幅広く特定した上
で、インタビュー調査を行い、政策プロセス
を明らかにしていくという方法をとった。 
(3) 実践的手法の構築 
 宇都宮市におけるＬＲＴ導入政策、足利市
における地域医療政策、香取市における観
光・農業政策、エネルギー・環境技術導入、
ナノテクノロジー社会導入を事例として、認
知マップを用いた問題構造化手法やステー
クホルダー分析手法を試行することを通し
て、手法の構築を試みることとした。 
 
４．研究成果 
(1)理論枠組みの構築 
関連研究を踏まえて、本研究においては、
連携ガバナンスを以下のように定義した。 
（定義）：連携ガバナンスとは、政府・自
治体等の政府機関、企業、NPO、市民等が、
公共的課題の解決（課題設定・企画立案・意
思決定、施策実施等を含む）に取り組む際に、
多様な視角を活かすとともに、それぞれの強
みを活かして他の組織との役割分担を実施
することにより、より効果的・効率的にその
公共的課題の解決を図る取り組みである。 
そして、一定の連携の存在する政策分野に
おける政府、企業、ＮＰＯといった性格の異

なる主体間の連携だけではなく、従来連携が
あまりなかった政策分野の異なる主体間の
連携にも着目することとした。 
(2) 事例研究 
事例研究を通して、連携ガバナンスに関す
る基本的課題として以下の点を抽出した。 
①公共的課題の設定 
連携ガバナンスは公共的課題の解決を目
指す点で、主観的にあるいは公然と私的利益
を求めるカルテルや利益集団による政府機
関のキャプチャーとは異なる。しかし、連携
ガバナンスが複数主体によって構成される
以上、このような公共的課題を誰が認定する
のかという課題は残る。通常は、政府関係主
体が連携ガバナンスにおける公共的課題を
設定する。ただし、連携ガバナンスの関与し
ている他の主体も、公共的課題の設定に関わ
る、あるいは再定義を促すこともできる。参
加主体は、自己利益に関わる隠れたインテレ
ストを保持している可能性もある。 
②主体の性格と範囲 
連携ガバナンスにおいては、民間主体も公
共的課題解決の担い手として重要な役割を
果たす。医療における民間病院、地域交通に
おける民間事業者、家庭用給湯器普及におけ
る電力事業者などが例であった。また、太陽
熱導入にみられるように、民間主体の連携が
公共的課題の解決に資する場合もあった。 
政府関係主体の関わり方は事例によって
様々である。協働を可能にするためにも国家
が強い必要があるという面もある。 
また、規範的には、参加したい主体だけを
参加させるのではなく、参加すべき主体が参
加すべきであるという主張がある。その観点
からは、参加すべき主体の能力育成・維持も
必要である。医療における救急医療事例や地
域連携事例における人材養成の問題、家庭用
給湯器事例における研究所内での多様性維
持の重要性の問題は、この点に関わる。 
③関係の性格 
「連携」は、主体間相互作用一般を指し示す
「関係」とは異なる。関係の中には、相互作
用の欠如、競合関係も含まれる。 
連携の有無を判断する基準としては、コミ
ュニケーションの有無、共有された役割分担
の有無、連携のための制度的場の有無（例：
地域医療におけるケアコンファレンス、地域
交通における各種協議会）等が一定の手がか
りとなりうる。また、連携にもいろいろなレ
ベルがあり得る。利害調整、一定のオプショ
ン選択の一致による連携（何のために一定の
オプションを支持するのかについては同床
異夢がありうる）、共通の価値観（あるいは
熟議）による連携等がある。 
④連携のフェーズ 
連携に関しても企画立案・意思決定のフェ
ーズ、施策実施のフェーズの大きく分けて２



つの段階が存在することになる。 
第1の企画立案の段階においては、多様な
主体の持つ多様な情報・視角・フレーミング
を踏まえ、また、それらを活かして意思決定
を行うことが重要になる。第2の施策実施の
段階においては、各主体のそれぞれの強みを
活かして他の組織と役割分担を行うことで、
効果的かつ効率的実施が確保しうる。 
⑤連携ガバナンスの場 
連携ガバナンスの場としては、公式的な場
が用いられることも、非公式な場が用いられ
ることもある。しばしば、非公式的なネット
ワークも重要である。特に、分野を横断する
場合等に当てはまる。例としては、地域医療
連携におけるコンファレンス、地域交通にお
ける協議会があげられる。地域交通における
協議会については、法定化されて公式化され
たために、むしろコミュニケーションが阻害
されているという指摘もあった。 
全員がマルチで参加するネットワークを
構築するのか、二者間関係の連鎖であるのか
も多様な場合があり得る。また、場の設定や
相互作用の運営において、特定の手法（コン
センサス・ビルディングやＰＩ）が使われる
場合もある。 
なお、連携ガバナンスの場の設定は、公共
的課題の目的設定のフレーミングと同時に
なされることも多い。フレーミングの設定は、
関係者の範囲を規定することをとして、関係
者間の相互関係の形態にも影響を与える。参
加者・支持者の幅を広げるにはフレーミング
を広げる必要性が議論された（交通事例にお
ける地域ビジョンの潜在的役割）。他方、時
間管理の観点からはフレーミングを限定す
ることも重要であった（交差点改良事例にお
けるテーマの単年度実施可能項目への限定）。
富山市におけるＬＲＴ導入事例において、主
たるフレーミングがまちづくりの南北一体
化から様々な時間的デッドラインが付随す
る北陸新幹線対応に変わったのも、短期での
導入成功に寄与した。 
⑥多様な役割 
多元的主体間で連携を達成する際には、ネ
ットワークの中で多様な役割分担が主体間
で行われる。そして、このような役割を果た
すためには、従来の階統制組織のマネジメン
トとは異なる能力が必要とされる。 
連携ガバナンスに必要な役割としては、イ
ニシエーター・課題設定者、ファシリテータ
ー・メディエーター、責任者（リーダー）・
主催者（コンビ－ナー）といった役割がある。
課題を設定しネットワークの立ち上げの契
機を作るのがイニシエーター・課題設定者で
あり、そのネットワークの運営を行うファシ
リテーター・メディエーターであり、最終的
な責任を引き受けるとともに、活動を広く社
会に広報する役割も果たすのが責任者・主催

者である。イニシエーター・課題設定者とし
ては、既存の組織の周辺領域に位置する「有
意な境界主体」（家庭用給湯器事例章）や外
部者が意義を持つことがある。 
どのような主体が責任者・主催者としてリ
ーダーシップを発揮できるのかは、政策分野
によって異なる面もある。例えば、地域医療
の分野では、民間主体、すなわち、地域にお
ける有力な医師のリーダーシップが不可欠
であった。他方、交通の分野では、最終的に
は行政のリーダーシップが不可欠なようで
あった。 
ファシリテーター・メディエーターは、い
ろいろなレベルで存在する。全体枠組みの構
築レベルだけではなく、日常的な意思決定に
関しても必要になる。地域医療連携事例や救
急医療事例における看護師の役割の１つは、
日常的なファシリテーターであるというこ
とができる。太陽熱事例におけるコンサル、
高効率給湯器事例における有意な境界主体
なども、ファシリテーター・メディエーター
としての役割を果たしたと考えられる。 
⑦連携ガバナンスの逆機能 
連携ガバナンスにおいては多様な主体が
資源の持ち寄り、公共的課題を効果的効率的
に実施する機能が期待される。しかし、分担
関係を曖昧にするディスコースとして｢連
携｣が使われることもあり、その場合、結果
として無責任な行動を生むことになり、実効
性が確保されない。実質的な資源の持ち寄り
よりも、多数の関係者が手続き的に関与した
ことを通して、手続的正統性を確保すること
を目的としている場合もある。あるいは、事
実上非決定となることを目的として、参加主
体の拡大戦略がとられることもある。連携に
は、各主体の関与の経緯によって拘束され、
機動性に欠けるというデメリットもある。 
⑧メタガバナンス 
過去の経緯に取り込まれるというロック
インもあり得るが、連携ガバナンスは時間的
に形態が変化していく場合も多い。このよう
なガバナンスの変化をもたらすメカニズム
としてのメタガバナンス機能については、以
下の点に着目することが必要になる。 
1) 誰が連携ガバナンス構築を主導するのか。 
2) ｢崩す｣ガバナンスの重要性（例：規制緩
和、外部者の重要性）。 
3) 透明性の主張（これには従来排除されて
いたアクターの参画のイデオロギーとして
の側面がある）。 
4) フレーミングの提示による方向性に関す
るバイアスの埋め込み。 
5) 合意形成の要請と変化への要請がトレー
ドオフになり、一定の価値の名の下に敵対的
切捨が登場する場合。 
6) 持ち寄りの結果、経緯による拘束（経路
依存）が強くなる場合。 



⑨アカウンタビリティーの確保 
異なる複数主体が連携してガバナンスを
担うため、責任の所在が不明確になり、アカ
ウンタビリティーの確保が困難になる面が
ある。アカウンタビリティーの確保について
も、内在的統制や非公式的統制だけではなく、
一定の公式性を帯びた様々な連携メカニズ
ムが活用されることになる。例えば、情報公
開と自己モニタリング、コミュニティーによ
る監視、第三者による認証といった新たなア
カウンタビリティー確保のメカニズムが活
用されうる。 
また、実質的には、公共的バランス確保の
要請がある。連携ガバナンスにおいては、民
間主体を含めて多元的主体が公共的課題の
解決を志向するが、現実には、主体により公
共的課題の定義が異なること、連携する主体
の範囲に偏りがみられることなどにより、公
共的課題設定の方向性にバイアスが埋め込
まれることがあり得る。例えば、地方公共交
通の場合、各々の公共的課題設定の方向性が
異なることもあり、鉄道とバス会社の間の連
携が十分に確保されない場合もあった。また、
地域医療や救急医療に関しては、特定の病院
と診療所等との間では一例の連携が確保さ
れている場合でも、一定の地域の中での病院
系列間での連携・調整は図られていないこと
も多かった。家庭用給湯器の普及事例は、研
究所とメーカーの強力が契機となり政府と
電力会社も加わって普及が促進されたとい
う意味では成功事例だが、最終的には電力会
社とガス会社の対立関係が強調され、エネル
ギーシステム全体をめぐるありうる連携の
可能性が閉ざされたという面もあった。太陽
熱事例におけるガス会社の役割にも同様な
色彩がみられた。 
 
(3)実践的手法 
①認知マップを用いた問題構造化手法 
多くの多様な事例における適用の実験を
通して、認知マップを用いた問題構造化手法
の基本的な手順を確立した。当事者相互もお
互いの認識が明らかでない場合も多く、一般
的にはこのような手法は当事者にも好評で
あった。基本的手順は以下の通りである。 
1)問題構造仮説の構築 
定の対象あるいは特定の課題について、問
題構造の仮説を構築する。仮説構築にあたっ
ては問題に関連する既存文献等を参考にし
ながら、「問題構造図」を作成する。問題構
造図とは、問題が発生する原因を因果関係フ
ローとして描いたものである。 
2)ステークホルダーの抽出 
問題構造図に含まれる要素から、問題に関
係すると思われる主要な利害関係者（＝ステ
ークホルダー）の候補を列挙する。 
3)インタビュー対象者の選定 
ステークホルダー候補の中から、時間の制
約等を考慮しながらインタビュー対象者数

と具体的な対象者を選定する。問題に関して
賛否が分かれている場合には、賛否両サイド
をインタビュー対象者に含めることが不可
欠である。また、状況を俯瞰するためマスコ
ミ関係者もできれば入れることが望ましい。
インタビューできないステークホルダーに
ついては、他者（例えば関係する専門家）等
へのインタビューを通じて情報を補完する。 
4)ステークホルダーの認識仮説の構築 
 インタビュー対象者の問題認識に関する
仮説を構築する。仮説構築に当たっては、対
象者が過去に発表した文献やホームページ
等の情報を活用しながら、問題構造図と同様
の問題構造認識図（仮説）を作成する。 
5)インタビューの実施 
問題構造認識図の仮説を相手に見せなが
ら話を始める。インタビューでは、次の３点
を必ず聞く。行動目的あるいは目標、行動を
制約する要因、他の主体に期待する事項。そ
の他、不明確な点や疑問な点を適宜質問する。 
インタビュアーは複数であることが望ま
しく、そのうち１人はインタビューのやりと
りの記録係となる。 
6)インタビュー後の作業 
第 1に問題構造認識図の仮説を更新する。
例えば、仮説に含まれない項目や構造を新た
に加える。公式に公開される情報からは項目
間の重要性の強弱の判断が困難だが、インタ
ビューにより優先度がわかることが多い。第
２に、新たな利害関係者をステークホルダー
リストに加える。仮説では登場しない利害関
係者が浮かび上がることはよくある。必要に
応じて、インタビュー対象者を増やす。第３
に、必要に応じて後日インタビュー対象者に
修正内容の確認を行う。 
7) ステークホルダー間の問題構造認識比較 
 更新された各ステークホルダーの問題構
造認識図をもとに、各関係者の問題認識の特
性を比較する。例えば、各主体の行動目的、
行動制約や当該問題に対する空間・時間的ス
ケールの違い等を表形式にまとめる。 
8) 問題構造図の更新 
ステークホルダー間で共通に認識されてい
る外生条件（社会的背景）と問題とを整理す
る。次に、その結果をもとに、最初に仮説と
して構築した「問題構造図」を更新する。 
9)ステークホルダー間の相互関係分析 
インタビューによって得られた他者に期
待している事項を表形式にまとめることに
よって、相互期待表を作成する。 
②多様な手法の実施と比較検討 
 認知マップを用いた問題構造化手法以外
に、このような認知マップを用いずにステー
クホルダーの関心事項を整理するステーク
ホルダー分析手法等も試行した。このような
簡略化した手法で時間等のコストを節約で
きる。ただし、ステークホルダー相互の関心
事項を共有化させ、コミュニケーションを促
す上では一定の効果を確認できた。 
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